
〇
幼
稚
園
設
置
基
準
（
昭
和
三
一
年
一
二
月
一
三
日
文
部
省
令
第
三
二
号
）

〔
改
正
沿
革
〕
昭
和
三
七
年
文
部
省
令
第
二
号
、
四
一
年
四
四
号
、
四
六
年
八
号
、
四
九
年

三
八
号
、
平
成
元
年
三
号
、
平
成
七
年
一
号
、
平
成
十
四
年
十
七
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
稚

園
設
置
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

幼
稚
園
設
置
基
準

目

次
第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

編
制
（
第
三
条
－
第
六
条
）

第
三
章

施
設
及
び
設
備
等
（
第
七
条
－
第
十
二
条
）

附

則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

幼
稚
園
設
置
基
準
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第

十
一
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
基
準
の
向
上
）

第
二
条

こ
の
省
令
で
定
め
る
設
置
基
準
は
、
幼
稚
園
を
設
置
す
る
の
に
必
要
な
最
低
の

基
準
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
幼
稚
園
の
設
置
者
は
、
幼
稚
園
の
水
準
の
向
上
を
図

る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
己
評
価
等
）

第
二
条
の
二

幼
稚
園
は
、
そ
の
教
育
水
準
の
向
上
を
図
り
、
当
該
幼
稚
園
の
目
的
を
実

現
す
る
た
め
、
当
該
幼
稚
園
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に
つ
い
て
自
ら

点
検
及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
点
検
及
び
評
価
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
同
項
の
趣
旨
に
即
し
適
切
な
項
目

を
設
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
積
極
的
な
提
供
）

第
二
条
の
三

幼
稚
園
は
、
当
該
幼
稚
園
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に
つ

い
て
、
保
護
者
等
に
対
し
て
積
極
的
に
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

編
制

（
一
学
級
の
幼
児
数
）

第
三
条

一
学
級
の
幼
児
数
は
、
三
十
五
人
以
下
を
原
則
と
す
る
。

（
学
級
の
編
制
）

第
四
条

学
級
は
、
学
年
の
初
め
の
日
の
前
日
に
お
い
て
同
じ
年
齢
に
あ
る
幼
児
で
編
制

す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

（
教
職
員
）

第
五
条

幼
稚
園
に
は
園
長
の
ほ
か
、
各
学
級
に
少
な
く
と
も
専
任
の
教
諭
一
人
を
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
教
諭
は
、
専
任
の
教
頭
が
兼
ね
、
又
は
当
該

幼
稚
園
の
学
級
数
の
三
分
の
一
の
範
囲
内
で
、
専
任
の
助
教
諭
若
し
く
は
講
師
を
も
っ

て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

専
任
で
な
い
園
長
を
置
く
幼
稚
園
に
あ
っ
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
置
く
教
諭
、

助
教
諭
又
は
講
師
の
ほ
か
、
教
頭
、
教
諭
、
助
教
諭
又
は
講
師
一
人
を
置
く
こ
と
を
原

則
と
す
る
。

４

幼
稚
園
に
置
く
教
員
等
は
、
教
育
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
他
の
学
校
の
教

員
等
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

幼
稚
園
に
は
、
養
護
教
諭
又
は
養
護
助
教
諭
及
び
事
務
職
員
を
置
く
よ
う
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

施
設
及
び
設
備

（
一
般
的
基
準
）

第
七
条

幼
稚
園
の
位
置
は
、
幼
児
の
教
育
上
適
切
で
、
通
園
の
際
安
全
な
環
境
に
こ
れ

を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

幼
稚
園
の
施
設
及
び
設
備
は
、
指
導
上
、
保
健
衛
生
上
、
安
全
上
及
び
管
理
上
適
切

な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
園
地
、
園
舎
及
び
運
動
場
）

第
八
条

園
舎
は
、
二
階
建
以
下
を
原
則
と
す
る
。
園
舎
を
二
階
建
と
す
る
場
合
及
び
特

別
の
事
情
が
あ
る
た
め
園
舎
を
三
階
建
以
上
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
保
育
室
、
遊

戯
室
及
び
便
所
の
施
設
は
、
第
一
階
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
園
舎
が

耐
火
建
築
物
で
、
幼
児
の
待
避
上
必
要
な
施
設
を
備
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら

の
施
設
を
第
二
階
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

園
舎
及
び
運
動
場
は
、
同
一
の
敷
地
内
又
は
隣
接
す
る
位
置
に
設
け
る
こ
と
を
原
則

と
す
る
。

３

園
地
、
園
舎
及
び
運
動
場
の
面
積
は
、
別
に
定
め
る
。



（
施
設
及
び
設
備
等
）

第
九
条

幼
稚
園
に
は
、
次
の
施
設
及
び
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
保
育
室
と
遊
戯
室
及
び
職
員
室
と
保
健
室
と
は
、
そ
れ

ぞ
れ
兼
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

職
員
室

二

保
育
室

三

遊
戯
室

四

保
健
室

五

便
所

六

飲
料
水
用
設
備
、
手
洗
用
設
備
、
足
洗
用
設
備

２

保
育
室
の
数
は
、
学
級
数
を
下
っ
て
は
な
ら
な
い
。

３

飲
料
水
用
設
備
は
、
手
洗
用
設
備
又
は
足
洗
用
設
備
と
区
別
し
て
備
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４

飲
料
水
の
水
質
は
、
衛
生
上
無
害
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
十
条

幼
稚
園
に
は
、
学
級
数
及
び
幼
児
数
に
応
じ
、
教
育
上
、
保
健
衛
生
上
及
び
安

全
上
必
要
な
種
類
及
び
数
の
園
具
及
び
教
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
園
具
及
び
教
具
は
、
常
に
改
善
し
、
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条

幼
稚
園
に
は
、
次
の
施
設
及
び
設
備
を
備
え
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

放
送
聴
取
設
備

二

映
写
設
備

三

水
遊
び
場

四

幼
児
清
浄
用
設
備

五

給
食
施
設

六

図
書
室

七

会
議
室

（
他
の
施
設
及
び
設
備
の
使
用
）

第
十
二
条

幼
稚
園
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
教
育
上
及
び
安
全
上
支
障
が
な

い
場
合
は
、
他
の
学
校
等
の
施
設
及
び
設
備
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
諭
の
う
ち
、
専
任
の
助

教
諭
又
は
講
師
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
に
つ
い
て
は
同
条
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
四
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
、
従
前
の
令
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

３

園
地
、
園
舎
及
び
運
動
場
の
面
積
は
、
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
き
別
に
定
め
ら

れ
る
ま
で
の
間
、
園
地
に
つ
い
て
は
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
、
園
舎
及
び
運
動
場
に
つ

い
て
は
別
表
第
一
及
び
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
施
行
の

際
現
に
存
す
る
幼
稚
園
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
園

舎
及
び
運
動
場
に
つ
い
て
も
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
平
成
七
年
二
月
八
日
文
部
省
令
第
一
号
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
施
行
の
際
現
に
存
す
る
幼
稚
園
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
三
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

附

則

（
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
文
部
科
学
省
令
第
十
七
号
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
に
一
項

を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
第
二
項
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十

二
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別表第１（園舎の面積）

学級数 １ 学 級 ２ 学 級 以 上

面 積 平方メ－トル 平方メ－トル

180 320＋100×(学級数－2)

別表第２（運動場の面積）

学級数 ２ 学 級 以 下 ３ 学 級 以 上

面 積 平方メ－トル 平方メ－トル

330＋30×(学級数－1) 400＋80×(学級数－3)


